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かたくり保育園重要事項説明書  

 

１．事業所の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 特定非営利活動法人かたくりの会 

事業者の所在地 埼玉県上尾市小泉５－２９－３ 

事業者の連絡先 ０４８－７７４－５９２６ 

代表者氏名 糟 谷 順 子 

 

（２）事業所の概要 

種別 小規模保育事業Ａ型 

名称 かたくり保育園 

所在地 埼玉県上尾市小泉５－２９－３ 

連絡先 （電話）０４８－７７４－５９２６ 

園長 糟 谷 珠 紀    緊急連絡先０９０－８３４７－６５７１ 

開設年月日 ２００５年（平成１７年）４月１日 

利用定員 

 

（３号） 

 

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 

4人 7人 8人 １９人 

当園の基本理念・方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［基本理念］働く親の就労支援と、子どもたちの成長・発達を促す

保育施設を目指します。 

［保育方針］保育所保育指針に基づき、保育課程及び指導計画を作

成し、園児の発達過程に応じた保育を実践します。 

［保育内容］ 

・子どもたちの自発活動を大切にし、一人ひとりと丁寧に関わり、

温かく見守っていきます。少人数の得点を生かし、子どもたちの内

面を捉えながら楽しい保育を心がけます。 

・年間を通じて薄着を心がけ、戸外活動、散歩、公園、自然の中で

のびのびと遊ぶことを日課にします。 

      

 

（３）施設の概要  

敷地 

 

敷地全体 １７８．７７㎡ 

園庭 １６．０３㎡ 

園舎 

 

構造 木造平屋建１棟 

延べ １０３．６１㎡ 
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（４）主な設備の概要  

設備 部屋数 備考 

乳児室 １室  

保育室 ２室 各 １、２才児室 

調理室 １室  

医務室兼事務室 1室  

   

沐浴室・幼児トイレ １室  

   

 

（５）職員体制（２０２５年４月１日現在） 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 1人 1人 人  

副主任保育士 1人 1人 人  

保育士 9人 5人 4人  

調理員 1人 人 1人  

 人 人 人  

 人 人 人  

計  12人 7人 5人  

 

（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等  

【３号認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

開所時間 

 

保育標準時間 午前７時３０分～午後６時３０分（１１時間） 

保育短時間 午前８時３０分～午後４時３０分（８時間） 

延長保育 

 

 

 

保育標準時間 

 

朝：７時００分～７時２９分 

夕：６時３１分～７時００分 

保育短時間 

 

朝：７時３０分～８時２９分 

夕：４時３１分～６時３０分 

開所日 

 

月～金曜日 午前７時３０分～午後６時３０分 

土曜日 午前８時３０分～午後１２時００分 

休業日 

 

日曜日・祝日 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

       但し、土曜保育を希望されるご家庭は保護者の勤務証明を提出していただきます。 

        申し込みは１ヶ月前にお申し出ください。（１歳児～） 
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（７）利用料等 

利用者負担（月額保育料） 子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

上乗せ徴収        

実費徴収 

 

教材費 毎月  200円 

連絡ノート  1冊  250円 

現像写真  不定期  50～ 100円  

その他 

 

延長保育に係る費用 １回あたり 200円／10分 

 月極 3000円 

                                                                          

（８）支払方法 

 

 

 

 

 

（９）年間行事予定 

月 行事内容 

4月 入園式  

5月 こいのぼり集会  園外保育   保護者懇談会 引き渡し訓練  

6月 プール開き   歯科検診  じゃが芋ほり  健康診断  

7月 たなばた集会   

8月 連携施設の夏祭り（2才児） 

9月 お月見集会    

10月 園外保育   ハロウィン集会  連携施設の運動会（2才児） 

11月 芋ほり      

12月 クリスマス会 健康診断 

1月  

2月 節分集会  

3月 ひな祭り集会  お別れ遠足 うさぎ組を送る会 

※避難訓練、体位測定は毎月実施予定 

※ 不 定 期 で ク ッ キ ー 、 パ ン 作 り (う さ ぎ 、 り す 組 ) 

 

（１０）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定 市の利用調整による 

利用決定 利用契約書の締結による 

当月の保育料は、保護者のお取引銀行の預金口座から、口座振替の方法によるお支払い

とさせていただきます。なお、延長保育料は当月末締めとし、翌月初旬に現金にて納入

していただきます。 

＜かたくり保育園口座＞ 埼玉りそな銀行 上尾西口支店 

口座番号（普）５３０２８９５  理事 糟谷順子 
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退園理由 

 

 

 

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む）  

・保護者から退園の申出があったとき 

・利用継続が不可能であると市が認めたとき 

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき 

利用にあたっての 

留意事項 

（欠席連絡）  

  当日に欠席、または登園が遅れることを連絡する場合は、  

８時３０分までに電話でご連絡ください。  

 （お迎え）  

  原則として、契約書に記載した勤務時間・通勤時間を加味し

た時間内でのお迎え をお願いします。緊 急の場合で、お迎え

が遅れたり、延長保 育を利用する場合に は４時までに電話で

ご連絡ください。  

（病気のとき）  

  熱 が３ ７ ．５ ℃ 以 上あ る 場合 は 登園 を 控え て くだ さ い。 ま た

登園後に３８．０℃ を超えた場合にはお 迎えの連絡をさせて

いただきます。  

 （感染症による証明について ）  

伝染性の疾病については、医師による治癒証明書（医師記入）

を提出し、許可を得てから登園してください。  

  

 

（１１）嘱託医 

医療機関の名称 かわかみこどもクリニック 

医院長名 川上哲夫  

所在地 上尾市藤波３－１８８ 

電話番号 ０４８－７８９－３１１０ 

 

（１２）嘱託歯科医 

医療機関の名称  西村ハートクリニック歯科  

医院長名  

所在地 上尾市宮本町３－２  シティタワー上尾駅前２０４  

電話番号 ０４８－７７８－９８８１  

 

（１３）緊急時における対応方法 

保育中に子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに子どもの保護者または緊急連絡

先、その他医療機関への連絡を行なう等、必要な措置を講じます。 

 

【管轄する消防署】 

消防署名 上尾西消防署 

所在地 上尾市中分１－２３２ 

電話番号 ０４８－７２５－２６２４ 



5 

 

【管轄する警察署】 

警察署名 上尾警察署 

所在地 埼玉県上尾市本町５丁目１-１ 

電話番号 ０４８－７７３－０１１０ 

 

（１４）非常災害対策 

防火管理者   糟谷順子 

消防計画届出年月日   ２０１６年（平成２８年）１１月４日 

防災設備   消火器、火災報知器 

避難訓練 避難及び消化、地震を想定した訓練を月一回実施します。 

緊急時の連絡手段  携帯メール、災害用伝言ダイヤル 

避難場所  ひばりやま公園 ／  大石小学校 

 

（１５）相談・要望・苦情窓口 

相談・苦情受付担当者  杉本 千恵子  副主任 

相談・苦情解決責任者  糟谷 珠紀  園長 

     

【要望・苦情等への対応方法】 

 要望・苦情等を受け付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  

   

（１６）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。 

保険の種類 一般賠償責任保険 

保険の内容  特別約款（施設所有者、生産物） 

保険会社 三井住友海上火災保険（株） 

 

（１７）個人情報の取り扱い 

 

 

 

 

 

 

小規模保育事業Ａ型の提供にあたって、職員および職員であった者が知り得た個人情報や秘密  

は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。  
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（１８）連携施設 

連携施設の名称 カオルキッズランド中妻園 

連携施設の種類 認可園 

連携協力の概要 

 

 

 

 

 

 

□ 保育内容の支援 

 □ 給食に関する支援 

 □ 嘱託医（健康診断） 

 □ 園庭の開放 

 ■ 行事への参加 

□ 代替保育の提供 

□ 卒園後の受け皿の設定 

 

その他保護者に説明すべき事項 

 ＊保育士は変則勤務のため朝夕の保育は混合保育になります。子どもたちの安全には十分   

配慮し一人ひとりが自分の遊びを楽しめるよう室内の保育環境を整え留意します。   

  ＊下痢、微熱などで散歩、集団活動ができない時は、登園は控えてください。  

 

 ＊保護者がお仕事をされない日は、ＡＭ９：００～ＰＭ４：００までの保育時間になりま  

す。特に、保育が必要でない場合は原則として家庭保育をお願い致します。  

 

 ＊保育時間とは開所時間と異なり、勤務時間と通勤時間を加味した時間となりますので保育時

間は厳守してください。 

                     ２０２５年４月１日  一部改訂 

 

                                                                       


